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　外国人材受入れの流れの概要は、次のとおりです。

第2章　受入れ前の留意点2

外国人材の受入れは、出入国管理及び難民認定法で定められて
いる在留資格の範囲内において、日本での就労活動が認められて
います。外国人材が担う業務等や当該業務に従事することの
できる在留資格を検討します。

外国人材の求人募集方法は、ハローワーク、外国人雇用サービス
センターなどの公共機関や有料職業紹介事業の活用、人材派遣
会社への依頼などが考えられます。

書類審査、面接審査、実技の審査などによる選考のうえ、雇用
契約を締結します。

国内にすでにいる方の場合は、在留資格の変更申請が必要と
なる場合があります。
国外にいる方の場合は、在留資格の申請を行います。
申請書類に不備がなく、在留資格の内容を満たしていると判断
された場合、在留資格認定証明書が交付されます。
当該外国人は、在留資格認定証明書と旅券（パスポート）を
日本大使館（総領事館）へ持参し、査証申請、受領します。

外国人材を受入れ、雇用した場合、ハローワークに届け出を行
う義務があります。外国人材の就労開始後は、労務管理を適
切に行います。

外国人材受入れの流れ1

業務・
在留資格等の検討

P06参照

採用活動・
雇用契約締結

P21参照

在留資格に係る申請
P18参照

就労開始・労務管理
P23参照

求人活動
P12参照

ただし、特定技能についてのみ
取り扱っています。
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　外国人を適正に受け入れ、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現するための体制
は、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」といいます。）などにより構築されています。
　在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる
身分又は地位について類型化し、入管法上に位置付けられたものです。在留資格には、就労が認められ
る資格と認められない資格があり、就労が認められる在留資格においても活動制限があります。
　そのため、第一の留意点として、受け入れようとしている外国人の在留資格を確認し、その在留資格
に認められる活動範囲（仕事の内容、職務範囲、雇用形態など）について確認する必要があります。
活動制限があり就労が認められる「在留資格」と、活動制限のない「身分・地位に基づく在留資格」、
「就労が認められない在留資格」、そして「就労の可否が指定される活動によるもの」があります。

外国人材の在留資格2

　外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、
教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

　永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者

　特定活動（外交官などの家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・
介護福祉士候補者など）

　文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
　※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。

（資料）出入国在留管理庁資料

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

就労の可否が指定される活動によるもの

就労が認められない在留資格

在留資格の種類  ～就労が認められる在留資格・認められない在留資格～
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　外国人を受け入れる場合、中国地方に所在地がある企業は出入国在留管理庁の広島出入国在留管理
局注2に、在留資格に関する上陸条件に適合する証明書の交付を申請し、認定証明書が交付されないと労
働者として受入れできません。

　注1 　介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、
宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業（平成30（2018）年12月25日閣議決定）

　注2 　外国人の「在留資格認定証明書交付申請書」の提出先は、当該機関（受入れ企業）の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
となっています。

該当例在留資格
外交

公用

教授

芸術

宗教

報道

高度専門職

経営・管理

法律・会計業務

医療

外国政府の大使、公使等及びその家族

外国政府等の公務に従事する者及びその家族

大学教授等

作曲家、画家、作家等

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

外国の報道機関の記者、カメラマン等

ポイント制による高度人材

企業等の経営者、管理者等

弁護士、公認会計士等

医師、歯科医師、看護師等

在留資格 該当例
文化活動

短期滞在

留学

研修

家族滞在

日本文化の研究者等

観光客、会議参加者等

大学、専門学校、日本語学校等の学生

研修生

就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

研究

教育

技術・人文知識・国際業務

企業内転勤

介護

興行

技能

特定技能

技能実習

政府関係機関や企業等の研究者等

高等学校、中学校等の語学教師等

機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等

外国の事務所からの転勤者

介護福祉士

俳優、歌手、プロスポーツ選手等

外国料理の調理師、スポーツ指導者等

特定産業分野注1 の各業務従事者

技能実習生

在留資格の一覧表
就労が認められる在留資格（活動制限あり）

就労が認められない在留資格

（資料）出入国在留管理庁資料から作成※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。
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在留カードの確認について
　第二の留意点として、国内の外国人材を受け入れる前に必ず確認しましょう。
1. 「旅券（パスポート）」と「在留カード」を確認し、就労が認められる在留資格を保持しているか。
2. 留学生の場合は、資格外活動の許可を得ているか。卒業者を採用する場合は、就労が認められる
　 資格に切り替えられるのか。
3. 転職者の場合は、転職の届け（所属機関に関する届け出）で足りるのか、在留資格の変更が必要か。

（資料）出入国在留管理庁資料
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　出入国在留管理庁の WEBサイト「在留カード等番号失効情報照会」では、在留カード等の番号など
の必要事項を入力すると、入力されたカード番号が失効していないかを確認することができます。

（資料）ウェブサイト　法務省「在留カード等番号失効情報照会」

（資料）出入国在留管理庁資料
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受入れの増加が見込まれる在留資格について

　中小企業等の人手不足が深刻化していることから、我が国では従来、受入れを推進してきたいわゆる
高度人材の外国人に限定せず、一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人材を受け入れることと
して、新たな在留資格「特定技能」を平成31（2019）年4月に創設、今後5年間で約34万5千人の
受入れを見込んでいます。
　また、広島県においては、「技能実習」の増加が著しく、外国人労働者全体の約48.2％（平成
30(2018）年）を占めていることから、今後一定規模の受入れが継続することが予想されます。留学生
などの資格外活動許可による就労も増加傾向にあります。

特定技能1号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に
従事する外国人向けの在留資格
家族帯同：不可
在留期間：通算で上限5年まで
特定技能2号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
家族帯同：要件を満たせば可能（配偶者、子）
在留期間：更新の必要はあるが上限はなし

　特定産業分野（14分野注1）において就労が認められる特定技能1号と、建設分野、造船・舶用工
業分野での就労が認められる特定技能2号があります。（対象の産業分野は現時点のものであり、今
後、見直しされる可能性もあります。）
注1  ①介護　②ビルクリーニング　③素形材産業　④産業機械製造業　⑤電気・電子情報関連産業　
　　 ⑥建設　⑦造船・舶用工業　⑧自動車整備　⑨航空　⑩宿泊　⑪農業　⑫漁業　
　　 ⑬飲食料品製造業　⑭外食業

（資料）出入国在留管理庁資料

「特定技能」
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求人の方法

　在留資格「留学」の認定を受けている留学生は、原則就労を認められませんが、資格外活動許可を
受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。企業が留学生をアルバイトなどで雇用する場合、
必ず在留カードの裏面に記載されている、資格外活動の許可記載を確認した上で雇用しましょう。
　資格外活動：留学生には、1週28時間以内で相当と認められる場合に、就労が認められます。ただし、
校則で決められた長期休業期間に限り、１日8時間以内まで拡大されます。労働基準法も適用されるため、
週40時間の労働が上限です。

　在留資格は入管法により規定されていますが、技能実習制度は「外国人の技能実習の適正な実施及び
技能実習生の保護に関する法律（平成28年法律第89号）」（以下「技能実習法」といいます。）に基づいて
実施されています。
　技能実習法に基づいて設立された認可法人である「外国人技能実習機構」が、技能実習生ごとの作成
が求められる技能実習計画の認定、監理団体の許可申請の受理、受入れ企業等（実習実施者）や監理団体
に対する指導監督、技能実習生からの相談・申告への対応等への介在などの業務を行います。
　「企業単独型」と、「団体監理型」があり、全国的に団体監理型の受入れが9割を占めています。団体
監理型の受入れは、「監理団体」が技能実習生を受け入れ、当該監理団体の実習監理を受ける企業等
（実習実施者）が技能実習生と雇用契約を締結し、技能実習を実施するものです。監理団体は、技能実
習法に基づき許可を得た非営利法人で、多くは事業協同組合です。監理団体が行う業務には、実習実
施者に対する定期監査や、実習実施者が技能実習生ごとに作成する技能実習計画策定の指導などが
あります。

留学生の資格外活動許可による就労

高度人材

　人材育成を通じた開発途上地域などへの技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進すること
を目的とする在留資格で、「技能実習1号」（技能実習1年目）、「技能実習2号」（技能実習2、3年目）、
「技能実習3号」（技能実習4、5年目）があります。
　技能実習1号は、対象職種・作業についての定めはありませんが、技能実習2号、3号へ移行できる
職種・作業について制限があり、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行
規則」に定められた職種・作業（「移行対象職種・作業」）に該当する必要があります。1号から2号へ
の移行が可能な職種・作業は、令和元（2019）年5月時点で80職種144作業となっています。
家族帯同：不可
在留期間：最長5年

　高度人材は、入管法上の在留資格ではなく、就労が認められる在留資格のうち、専門的な技術や高度な
知識をもつ次の在留資格を、本書において説明・理解の便宜のために一括して取り扱っているものです。
　留学生の新規学卒者を、高度人材として採用する場合も想定されますが、その場合は当該留学生の
在留資格は「留学」から次のような在留資格に変更される必要があります。
　在留資格：教授、芸術、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、技術・
　　　　　　人文知識・国際業務、介護
　家族帯同：可能
　在留期間：在留資格ごとに定めあり。更新の必要はあるが期間の上限はない。
　

「技能実習」
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広島出入国在留管理局　
就労・永住審査部門
電話082－221－4412

「特定技能」海外での求人活動 「特定技能」国内での求人活動

自社ホームページ等で直接募集
民間職業紹介事業者へ紹介あっせん依頼

自社ホームページ等で直接募集
ハローワークまたは
民間職業紹介事業者へ紹介あっせん依頼

技能実習生（団体監理型）の場合

　特定技能外国人を派遣形態で雇用することができる分野は、農業、漁業分野に限定されています。
（平成31（2019）年3月20日現在）。これ以外の特定産業分野については、特定技能外国人を派遣形態で
雇用することは認められません。

技能実習生を受け入れている監理団体に紹介あっせん依頼

（資料）出入国在留管理庁資料から作成

高度人材（留学生の新規学卒者を含む）の求人活動

高度人材を
求人募集する場合

新規学卒で留学生を
求人募集する場合

自社ホームページ等で直接募集
民間職業紹介事業者へ紹介あっせん依頼注1

自社ホームページ等で直接募集
ハローワークまたは

民間職業紹介事業者へ紹介あっせん依頼

国外

国内

国内

求人の方法

注 1　民間職業紹介事業者は、人材サービス総合サイト（厚生労働省職業安定局）で検索することができます。
　　　http://www.jinzai-sougou.go.jp/Index.aspx

（新規学卒で留学生を求人募集する場合は、
  大学内就職部、留学生の支援センター等に
  求人依頼することも可能です。）
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在留資格

特定技能1号・2号

高度人材 「特定技能」 「技能実習」

技能実習1号・2号・3号

1号：1年目
2号：2年目・3年目
3号：4年目・5年目
最長5年

不問（単純労働は不可） 特定産業分野ごとに
定めあり。

2号移行対象職種・
作業80職種144作業

（令和元（2019）年5月時点）

可能 不可

―

登録支援機関（受入れ
企業から委託する場合）

監理団体
（企業単独型を除く）

転職可能

在留期間

職務が可能な分野

家族の帯同

企業支援機関等

外国人材との
マッチング

転籍・転職

制度に係る
問い合わせ先

同一の業務区分内等
において転職可能

高度専門職、経営・管理、
法律・会計業務、
研究、技術・人文知識・
国際業務など

在留資格ごとに定めあり。
更新の必要はあるが上限は
ない。

特定技能1号：
通算で上限5年まで
特定技能2号：
更新の必要はあるが上限は
ない。

特定技能1号：不可
特定技能2号：
要件を満たせば可能
（配偶者、子）

企業が直接海外で採用
活動を行い又は国内外
のあっせん機関等を通
じて採用

広島出入国在留管理局　
就労・永住審査部門
電話082－221－4412

広島出入国在留管理局　
就労・永住審査部門
電話082－221－4412

外国人技能実習機構
コールセンター
電話03－3453－8000

外国人技能実習機構広島
事務所
電話082－207－3123

企業が直接海外で採用活動
を行い又は国内外のあっせん
機関等を通じて採用

監理団体と送出機関を
通じて採用（企業単独型
を除く）

原則不可
（ただし実習実施者の倒
産等やむを得ない場合
や、2号から3号への移
行時は転籍可能）

受入れの増加が見込まれる在留資格のまとめ
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特定技能は、平成31（2019）年4月1日に施行された改正入管法により、生産性の向上や国内人材の
確保の取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野（14分野）を対
象に創設された新たな在留資格です。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度で、特定技能1号と特定技能2号
の2種類の在留資格があります。
技能実習 2号を良好に修了した外国人は、技能及び日本語の試験が免除され、特定技能1号へ移行
できる場合があります。

特定技能について3

制度の概要

（資料）出入国在留管理庁資料から作成
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特定技能 14分野と従事する業務

（資料）出入国在留管理庁資料
（注）14 分野の受入れ見込数（5年間の最大値）の合計：345,150 人
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　受入れ企業にとっては、自社で育成された技能を継続して活用でき、人数制限の枠なく（介護分野、建

登録支援機関の支援内容

（資料）出入国在留管理庁資料

登録支援機関について

（資料）出入国在留管理庁資料から作成

　登録支援機関は令和元（2019）年10月10日現在2,634件登録されています。
　登録支援機関は、支援できる言語や得意分野に違いがあります。受入れ企業は、受け入れる外国人材
の母語で支援できるか、業種や職務に理解があるか、支援内容の特長を確認して支援を委託します。
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技能実習から特定技能への移行

(資料)外国人技能実習機構資料から作成

（資料）出入国在留管理庁資料

　技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能及び日本語の試験が免除され、特定技能1号へ移行
できる場合があります。
　技能実習2号を良好に修了した外国人材が、特定技能1号により同一の企業に勤務するという移行が
できれば、外国人材にとっては、技能実習の経験を活かして、最長5年間を日本で働くことができます。
　受入れ企業にとっては、自社で育成された外国人材の技能の向上も期待でき、人数制限の枠なく
（介護分野、建設分野を除く。）人材を確保できるといったメリットがあります。

　技能実習80職種144作業（令和元（2019）年5月時点）のうち、特定技能に移行できる分野(業務区分)は、以下のとおりです。

技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野（業務区分）との関係について

農業関係（2職種6作業）   →①農業、2業務区分へ
漁業関係（2職種9作業）   →②漁業、2業務区分へ
建設関係（22職種33作業）   →③建設、11業務区分へ
食品製造関係（10職種15作業）  →④飲食料品製造業、1業務区分へ
医療・福祉施設給食製造（1職種1作業） →⑤外食業、1業務区分へ
機械・金属関係（15職種29作業）  →⑥素材系産業(13業務区分)、⑦産業機械製造業
      （18業務区分）、⑧電気・電子情報関連産業（13業務区分）へ
造船・舶用工業（6職種7作業）  →⑨造船・舶用工業、6業務区分へ
自動車整備（1職種1作業）   →⑩自動車整備、1業務区分へ
ビルクリーニング（1職種1作業）  →⑪ビルクリーニング、1業務区分へ           
介護（1職種1作業）    →⑫介護、1業務区分へ
空港グランドハンドリング（1職種3作業） →⑬航空（空港グランドハンドリング）1業務区分へ
ただし、⑭宿泊業1業務区分は、技能実習からの移行はありません。

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・
・・

・・・・・

・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・
・・・・・・・・・・・

・
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4. 出入国在留管理庁へ採用する外国人の「特定技能」在留資格申請をする。
5. 外国人が日本に入国後、支援計画に基づいて支援を行う。
6. 就労を開始する。
7. 業界の特定技能外国人受入れ協議・連絡会に加入する。

特定技能外国人本人に関する基準
（１）年齢 18歳以上であること
（２）健康状態が良好であること
（３）日本語能力がN4レベル以上であること
（４）技能水準が一定レベル以上であること
（５）出身国が退去強制令書の円滑な執行に協力する国・地域であること
（６）通算在留期間を確認すること
（７）保証金・違約金契約の締結をしていないこと
（８）費用負担について、合意しておくこと
（９）外国人の本国手続きの遵守すること

特定技能雇用契約に関する基準
（１）報酬に関する説明書
（２）雇用の経緯に係る説明書
（３）支払費用の同意書
（４）徴収費用の説明書
（５）派遣の場合

義務的支援（支援計画書に全て記載する。）
任意的支援

特定技能で雇用する流れ

（資料）出入国在留管理庁資料

特定技能における分野別の協議会について

1. 特定技能で雇用できる国内外にいる外国人を探す。

2. 面接などを行い採用が内定したら「特定技能雇用契約」を結ぶ。

3.「１号特定技能外国人支援計画」を策定する。

特定技能での雇用の流れと申請手続
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外国人材を受け入れる際に、見込まれるコストについて概観します。

特定技能外国人材を受け入れる際のコスト

技能実習を受け入れる際のコスト

一般的なコスト

その他の費用負担

受入れに必要なコストについて4

　採用選考にかかる事前訪問時の労力と渡航費など、在留資格申請手続きにかかるもの、海外から
招へいする場合の外国人材の交通費、国内移動費、日本語教育や保険など。

　紹介料（民間の人材紹介事業者などにあっせん依頼する場合）、登録支援機関への支援費用、特定
技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入と会費など。

　監理団体（事業協同組合など）への加入とそれに係る費用、入国前・入国後研修（320時間以上）費用、
講習手当、監理費、技能検定料、巡回監査、外国人技能実習機構への申請など。

特定技能1号の在留資格申請には以下のような書類を提出します。

在留資格認定証明書交付申請書
特定技能外国人の履歴書
特定技能所属機関概要書
登記事項証明（法人の場合）住民票の写し
（個人事業主の場合）
役員の住民票の写し（法人の場合）
決算文書（損益計算書及び貸借対照表）の
写し（直近2事業年度）
特定技能所属機関に係る労働保険に関する
資料（労働保険手続きに係る保管文書の
写し等）
特定技能所属機関に係る社会保険に関する
資料（社会保険手続きに係る保管文書の
写し等）
特定技能雇用契約書及び雇用条件の写し
特定技能雇用契約書に関する重要事項説明書

１．
２．
３．
４．

５．
６．

７．

８．

９．
１０．

特定技能外国人の報酬額が、日本人が従事する
場合の報酬額と同等以上であることの説明書
入国前に仲介業者に支払った費用等を明らかに
する文書
技能試験に係る合格証明書又は技能検定３級等
の実技合格証明書等
日本語能力試験に係る合格証明書
特定技能外国人の健康診断書
1号特定技能外国人支援計画書
支援委託契約書（登録支援機関に委託する場合）
支援責任者の就任承諾書及び誓約書
支援責任者の履歴書
支援担当者の就任承諾書及び誓約書
支援担当者の履歴書
特定技能所属機関の役員に関する誓約書
通算在留期間に係る誓約書

１１．

１２．

１３．

１４．
１５．
１６．
１７．
１８．
１９．
２０．
２１．
２２．
23．

特定技能1号の在留資格申請

（資料）法務省資料から作成
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国土交通省　「外国人向け部屋探しのガイドブック（日本で部屋探しをする外国人の方へ）」

国土交通省「外国人の言語対応サポートを行っている登録家賃債務保証業者一覧」

（資料）総務省統計局、出入国在留管理庁資料から作成

　日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語の8言語に
対応した部屋探しのガイドブックです。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html

　事業者数：31社（平成31（2019）年3月29日時点）
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000031.html

住宅確保の支援について

一か月当たり家賃 一畳当たり家賃

広島県の1か月当たり家賃 47,333円・11位
全国平均　54,052円

広島県の1畳当たり家賃 2,561円・12位
全国平均　3,051円

　特定技能外国人は同一業務区分内において転職が可能なことから、就労が都市部へ集中するのでは
ないかと懸念されています。受入れ時、住居の確保や生活に必要な契約を支援する際に家賃など、
日本で生活するための経済的側面と県内の暮らしやすさ、就労するメリットについて説明しておく
ことが、後々の転職抑制に効果が期待できます。

地方で就労することのメリットについて

　特定技能1号では、受入れ企業が外国人材の住宅の確保に向けた支援を行うこととされています。
　住宅確保にあたっては、社宅として提供する場合と、外国人が直接、借り受ける契約をする場合が
あります。管理費・共益費を含む家賃額を、入居する外国人の人数で割って負担します。敷金・礼金
等については、外国人において負担するものであり、受入れ企業において負担することを求めるもの
ではありませんが、本人の希望や近隣物件の家賃相場、報酬額などを踏まえ適切な住居を確保するた
めに、負担割合を合意して本人が負担することは認められています。
　居室の広さ（１人あたり原則7.5平米以上）や衛生面などに十分に配慮をする必要があります。 

特定技能の家賃の負担について
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雇用契約時の留意点5

　外国人材を採用し、雇用契約時の説明が不十分だと、受入れ後のトラブルにつながることがあります。
長時間労働や残業代未払いについて問題になることが多く、賃金や労働時間など主な労働条件について
は書面などで明示することが必要です。その際に外国人が理解できる方法で説明します。母国語の他に
外国人が使用する言語または、平易な日本語を用いて説明する必要があります。
　厚生労働省では、英語による労働条件通知書のほか、7言語（中国語、韓国語、ポルトガル語、スペ
イン語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語）の労働条件通知書を作成しています。
　広島労働局又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
　厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
　https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html　

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に

基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、

在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。ハローワー

クでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外

国人への再就職支援を行います。

事業主の外国人雇用状況の届出義務

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
に関する法律 昭和四十一年法律第百三十二号 抜粋

（外国人雇用状況の届出等）
第二十八条（抄）

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合に
は、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚
生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければな
らない。

外国人労働者の雇入れ・離職の際には
その氏名、在留資格などについて
ハローワークへの届出が必要です

●届出の対象となる外国人の範囲

日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象となります。

※「特別永住者」（在日韓国・朝鮮人等）の方は、特別の法的地位が与えられており、本邦
における活動に制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制
度の対象外とされておりますので、確認・届出の必要はありません。

●届出の方法について

外国人雇用状況の届出方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者と
なるか否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異な
ります。

（資料）厚生労働省資料から作成
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雇用状況の届け出義務

届出の方法について

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であ
り、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも
必要です！
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、 外国人の雇入れの場合はも
ちろん、離職の際にも必要です！
※届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成
立したことに伴い、平成19（2007）年10月1日より、事業主の方に対し、

外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに外国人雇用状況
の届出が義務化されました。

　事業主は外国人材を受け入れる際（特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く）、また
は離職の際に当該外国人の氏名、在留資格、在留期間などについて確認しハローワークへ届け出るこ
とが義務づけられています。

　外国人の雇用状況の届出方式については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか
否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異なります。

（資料）厚生労働省資料から作成

（資料）厚生労働省資料




